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都市公園指定管理費

　都市公園課（直通 045-210-6221）

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
30 年度

34,592 3,497,068

局名 県土整備局 所属名

国　庫
支出金

限  度  額

前年度末までの
支 出(見込) 額

金　　額

3,531,660

3,531,660
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～
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34,592 3,497,068

　

要求どおり計上。

１　事業の概要
　  県立都市公園25公園は、平成18年４月から保土ケ谷公園、三ツ池公園、境川遊水地公園、おだわら諏訪の原公園を除く21公園が、
  平成21年４月から全25公園が地方自治法第244条の２に基づき指定管理を導入している。
　　それら県立都市公園について、平成27年４月１日から平成32年３月31日までの５年間を指定管理期間として指定管理者の指定を
  行ったため、指定管理者から納付金が納入される湘南汐見台公園及び辻堂海浜公園を除く23公園について、指定管理料に係る債務
  負担行為を設定する。

２　債務負担行為設定理由
　　指定管理期間が５年間であるため、債務負担行為を設定する。

３　　限度額の積算内訳        8,797,231千円
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